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「農林水産省共通申請サービス」（通称:eMAFF）（以下「共通申請サービス」と略しま
す）とは、農林水産省が所管する法令に基づく申請等並びに補助金及び交付金の申請等をオ
ンラインで行うためのオンライン申請システムです。
共通申請サービスによって、様々な手続をいつでも容易にオンラインで申請できるようにな
るほか、ワンストップ、ワンスオンリーなど申請者の利便性を向上させることを目的として
います。
また、申請データがデジタル化されて保存されていくため、過去の申請データを容易に参照
できるようになるなど、審査者の業務も効率的に行うことができる環境を実現します。

１．共通申請サービスの概要

サービスの概要

利用できるブラウザ

OS OSのバージョン ブラウザ※2※3
Windows 10、11※1 Google Chrome

Mozilla Firefox
Microsoft Edge※４

macOS バージョン11.3以上 Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Android バージョン7.1以上 Google Chrome

iOS バージョン14.0以上 Apple Safari

共通申請サービスは、システムメンテナンスの時間帯を除き、
原則として、24時間365日利用することができます。

なお、システムメンテナンスの実施予定は、共通申請サービス
トップ画面のお知らせから確認ください。

※1 Windows 10、11以外はサポート対象外です。
※2 ブラウザは最新のバージョンをお使いください。
※3 Microsoft Internet Explorer（IE）は使用できません。
※4 Microsoft Edgeは「Chromium」のみサポートとなります。

利用可能時間

利用
可

利用
不可

セキュリティ確保のため、無操作の状態が2時間以上続くと自動的にログアウトされます。
この際、入力途中のデータは保存されません。
⾧時間操作を中断する際は、必ず一時保存をしてください。

自動ログアウト
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２．手続きの流れ

審査者

② gBizIDの取得

デジタル庁のHPから
gBizIDプライムを

取得。

① 印鑑
（登録）証明書取得

法人又は個人の権利又は
義務にかかわる手続きで
は身分証明のための印鑑
（登録）証明書は必須。
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③ 申請項目入力

申請様式に沿って
申請項目を入力。

④ 電子申請
必要な資料を共通
申請サービスに
添付し申請。

⑤ 受付・審査

申請を受け付け、
申請内容を確認。

⑥ 修正等依頼

【修正確認依頼】
申請書等を確認した
のち、申請者に内容
確認を依頼。

【差戻】
申請者に申請書等の
修正を依頼。

⑦ 修正対応

審査者の指示に従い
修正等に対応。

⑧ 承認・却下
審査結果（承認or却
下）をクリック。

⑨ 結果確認

審査結果や確認

２

申請者

gBizIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
・ gBizIDを取得すると、１つのID・パスワードで、全ての行政サービスにログイン

できます。
・アカウントは最初に１つ取得するだけで、有効期限、年度更新の必要はありません 。
（令和４年４月現在）
・取得したアカウントの情報は、大切に保管してください。

●添付可能な電子ファ
イル（位置図等）の大
きさは、１申請あたり
20MBまでです。20MB
より大きいファイルは
添付できませんので、
申請前に提出先までお
問い合わせください。



gBizID
プライム

３．申請者IDの取得（eMAFFプライムの取得方法）

３

gBizID
エントリー

eMAFF
エントリー

eMAFF
プライム

対応

対応

昇
格

昇
格

共通申請サービスから申請を行うには、
eMAFFプライムの取得が必要です。

申請に必要!

①

② ③

①gBizIDプライムを取得する方法（4ページ参照）

②gBizIDエントリーからgBizIDプライムへ昇格する方法（13ページ参照）

③eMAFFエントリーからeMAFFプライムへ昇格する方法（16ページ参照）
A.マイナンバーカードをスマホのアプリを利用して認証する方法
B. 市町村での書面等による免許書等の確認

（②③参考）gBizIDエントリーの取得方法は12ページ参照

gBizIDで共通申請サービスへログインすると、gBizIDの
アカウント種別に対応したeMAFF IDが自動的に作成されます。



３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライムの取得）

① gBizIDの取得 事前の準備

② gBizIDの取得 ウェブサイトへログイン
（１）デジタル庁のウェブサイトから

gBizIDプライム取得ページに
アクセスします。

https://gbiz-id.go.jp/top/

※令和３年９月より、当該システムは経済
産業省からデジタル庁へ移行されました。
https://www.digital.go.jp/policies/posts
/gbizid

（２）画面の説明に従い、メールアドレス
やその他必要事項を入力します。

※ １つのアドレスに付き１つのIDしか登録できません。
※ 詳細なマニュアルが必要な場合はこちら

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

gBizIDプライムの作成には、身元確認の
ため、
・印鑑（登録）証明書
・登録印

が必要となります。

※申請書に押印の後、印鑑（登録）証明
書とともに運用センターに送付（詳細は
８・9ページをご確認ください）。

注意:印鑑（登録）証明書は
発行日より３か月以内の原本

その他にもワンタイムパスワードをSMS
で受信するための
・スマートフォンもしくは携帯電話

が必要となります。

４

gBizIDプライムは、法人代表者もしくは個人事業主以外は作成でき
ません。また、書類審査は原則、２週間以内です。ご注意ください❕



３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライム・法人の場合）

５

③ gBizIDの取得 法人の場合の登録作業

各項目を入力してください。
※「法人名」、「所在地」は法人番号を

入力し「法人情報取得」ボタンを
クリックすると情報取得できます。

枠内について、次の項目が印鑑証明
書の記載と一致していることを確認
してください。

■基本情報欄
(1)「法人名」
(2)「所在地」
(3)「代表者名」
(4)「代表者生年月日」

■利用者情報欄※
(5)「利用者氏名」
(6)「利用者生年月日」

※gBizIDプライムは、代表者のアカ
ウントであるため、(3)と(5)、(4)
と(6)の入力内容が一致している必
要があります。

注意:(1)～(6)が印鑑証明書の記載
と異なっている場合は、書類不備と
みなされ審査に通りません、ご注意
ください。

※アカウントID（メールアドレス）に
ついて

support@gbiz-id.go.jp
からのメールを受信できるようにし
ておいてください。

※SMS受信用電話番号について
ショートメッセージサービスを受け
取れる携帯電話、スマートフォンの
電話番号を記載してください。PHS
はご利用いただけません。

規約を確認したら
同意をチェック

「申請書作成」ボ
タンを押下します



６

事業形態は「個人事業主」を選択して各
項目を入力してください。

※個人事業主の場合は、法人番号の入力
は不要です。

枠内について、次の項目が印鑑登録
証明書の記載と一致していることを
確認してください。

■基本情報欄
(1)「所在地」
(2)「代表者名」
(3)「代表者生年月日」

■利用者情報欄※
(4)「利用者氏名」
(5)「利用者生年月日」

※gBizIDプライムは、代表者のアカ
ウントであるため、(2)と(4)、(3)
と(5)の入力内容が一致している必
要があります。

注意:(1)～(5)が印鑑登録証明書の
記載と異なっている場合が、書類不
備とみなされ審査に通りません、ご
注意ください。

③ gBizIDの取得 個人事業主の場合の登録作業

３－①．申請者IDの取得(gBizIDプライム・個人事業主の場合)

規約を確認したら
同意をチェック

「申請書作成」ボ
タンを押下します

※アカウントID（メールアドレス）に
ついて

support@gbiz-id.go.jp
からのメールを受信できるようにし
ておいてください。

※SMS受信用電話番号について
ショートメッセージサービスを受け
取れる携帯電話、スマートフォンの
電話番号を記載してください。PHS
はご利用いただけません。



７

（１）申請内容を確認します。
（２）問題がなければ「OK」ボタンを

押下します。

④ gBizIDの取得 申請書の提出

３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライムの取得）

（３）「申請書ダウンロード」ボタンを
押下します。

（４）表示された申請書を印刷します。



８

⑤ gBizIDの取得 申請書の提出（法人の場合）

３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライム・法人の場合）

〒530-8532 GビズID運用センター宛

※郵便番号と宛名のみの記載で届きます

（１）「作成日」欄に作成日を手書きで
記入します。

（２）「実印欄」に法人の場合は「印鑑
証明書」の代表者印を押印します。

（３）記載内容と異なる連絡先に連絡
希望の方は、「連絡先担当者
情報」欄を記入します。

（４）原本を書き送付先まで送付します。
（申請書類はコピーして保管して

ください。）

記入上の注意

送付先

・郵便料金は通常郵便物と同じです。
・郵便番号は日本郵便のみの取り扱いとなります。
・宅配業者などのサービスはご利用できません。

法人 ・gBizIDプライム登録申請書（法人）
・印鑑証明書 発行日より３か月以内の原本

（法制局発行のもの、コピー不可）

申請に必要な書類

送付上の注意

・手書き修正された申請書は無効となります。
・印刷後、記載内容に誤りがあった場合は、再度申請をお願いします。
・送付した申請書類は、審査の結果、申請が却下された場合をのぞき、

原則返却は行われません。

送付上の注意事項類
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⑤ gBizIDの取得 申請書の提出（個人事業主の場合）

３－①．申請者IDの取得(gBizIDプライム・個人事業主の場合)

〒530-8532 GビズID運用センター宛

※郵便番号と宛名のみの記載で届きます

（１）「作成日」欄に作成日を手書きで
記入します。

（２）「実印欄」に個人の場合は「印鑑
登録証明書」の実印を押印します。

（３）記載内容と異なる連絡先に連絡
希望の方は、「連絡先担当者
情報」欄を記入します。

（４）原本を書き送付先まで送付します。
（申請書類はコピーして保管して

ください。）

記入上の注意

送付先

・郵便料金は通常郵便物と同じです。
・郵便番号は日本郵便のみの取り扱いとなります。
・宅配業者などのサービスはご利用できません。

個人事業主 ・gBizIDプライム登録申請書（個人事業主）
・印鑑登録証明書 発行日より３か月以内の原本

（市区町村発行のもの、コピー不可）

申請に必要な書類

送付上の注意

・手書き修正された申請書は無効となります。
・印刷後、記載内容に誤りがあった場合は、再度申請をお願いします。
・送付した申請書類は、審査の結果、申請が却下された場合をのぞき、

原則返却は行われません。

送付上の注意事項類



１０

⑥ gBizIDの取得 申請書の審査状況の確認

３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライム・申請書の提出）

（１）gBizIDウェブサイトトップページ
の申請書作成ボタンの下にある「申請
状況確認」ボタンを押下します。

（２）申請時に入力したアカウントID
（メールアドレス）と、代表者の
生年月日又はSMS受信用電話番号を
使用して検索します。

（３）アカウントID(メールアドレス)を
入力します。

（４）入力する項目を選びます。
（５）（4）で選択した項目を入力します。
（６）「確認」ボタンを押下します。

申請状況 内容

現在審査中です gBizIDプライム登録申請受付のお知らせメール到着
までしばらくお待ちください。

gBizIDプライム登録申請
が承認されました

gBizIDプライム登録申請受付のお知らせメールが送
信されています。

申請は否認されています 書類に不備があり、返送手続きが行われています。不
備の内容については到着した書類をご確認ください。

（７）申請時に発行された申請書IDが
表示されます。

（８）審査状況が表示されます。
（下表参照）

※申請から一定期間過ぎたものは表示されません。

(1)

(3)

(6)

(5)
(4)

(7) (8)



１１

⑦ gBizIDの取得 申請書の審査結果の通知等

３－①．申請者IDの取得（gBizIDプライム・申請書の提出）

（１）申請に不備がなければ、原則２週間以内に、次のメールが到着します。

件名:【GビズID】gBizIDプライム登録申請受付のお知らせ

（メール文）
② URL

（２）メールに記載されているURLをクリックすると、登録したSMS番号に
ワンタイムパスワードが送付されます。

※ メールに記載されている有効期限内にURLをクリックしてください。

（３）登録したSMS番号にワンタイム
パスワードが届きます。

（４）届いたワンタイムパスワードを
入力します。

（５）「OK]ボタンを押下します。

（６）これから利用するパスワードを
設定します。

「パスワード」および
「パスワード（確認用）」を

入力します。

（７）「OK」ボタンを押下します。

18ページへ進んでください。

(4)
(5)

(7)

(6)



※１つのアドレスに付き１つのIDしか
登録できません。

※マニュアルが必要な場合はこちら
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

（１）デジタル庁のウェブサイトから
gBizIDプライム取得ページに
アクセスします。
https://gbiz-id.go.jp/top/

３－②③（参考）．gBizIDエントリーの取得方法

gBizIDの取得

【参考】登録情報の入力について

事業形態を選択

法人の場合は
法人番号は入力

法人名/屋号は「団体名」等

アカウント利用者情報には
担当者の情報を入力

住所は担当者の勤務地

生年月日は空欄も可

規約を確認したら
同意をチェック

※実際は１つの画面ですが、紙面の都合で分割しています。

電話番号は担当者の勤務地
（空欄可）

（２）画面の説明に従い、メールアドレスや
その他必要事項を入力します。
※下の【参考】を参照

１２



gBizIDエントリーからgBizIDプライムへ昇格する方法

３－②．申請者IDの取得（gBizIDプライムへの昇格）

１３

３－①の手順②～④を以下の②‘～④’へ変更して手続きをしてください。
申請に必要な書類等は３－①の手続きと同様です。

②‘ gBizIDエントリーでログイン・gBizIDプライムへ変更を選択

（１）gBizIDのウェブサイトの
「ログイン」ボタンを押下します。

https://gbiz-id.go.jp

（２）「アカウントID」、「パスワード」
を入力します。
「ログイン」ボタンを押下すると、
マイページに遷移します。

（３）「このアカウントの管理」から
「gBizIDプライムに変更する」を
選択します。



３－②．申請者IDの取得（gBizIDプライムへの昇格）

１４

③‘ 基本情報項目が印鑑(登録)証明書の記載と一致しているか確認

■基本情報欄
（１）「法人名」
（２）「所在地」
（３）「代表者名」
（４）「代表者生年月日」は

印鑑証明書と一致するよう
入力します。

（５）上記（１）（２）が異なって
いる場合は、「法人情報
更新」ボタンを押下し
情報を更新します。

法人の場合

個人事業主の場合

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

注意:（１）～（４）が印鑑証明書の
記載と異なっている場合は、書類不備
とみなされ審査に通りませんので、
ご注意ください。

■基本情報欄
（１）「所在地」
（２）「代表者名」
（３）「代表者生年月日」は

印鑑登録証明書と一致する
よう入力します。

(1)

(2)

(3)

※注意
（１）～（３）が印鑑登録証明書と
異なっている場合は、書類不備と
みなされ審査に通りませんので、
ご注意ください。



３－②．申請者IDの取得（gBizIDプライムへの昇格）

１５

④‘ 申請書のダウンロード

（１）アカウント利用者情報に誤りが
ないか確認します。
誤りがある場合は左メニューの
「プロフィール変更」を押下し
変更後に再度変更申請をします。

（２）SMS受信用のスマートフォン、
もしくは携帯電話の電話番号を
入力します。

（３）「申請」ボタンを押下します。

※SMS受信用電話番号について
SMSを受け取れる、携帯番号、スマート
フォンの電話番号を記載してください。
PHSはご利用いただけません。

（４）申請内容を確認します。
（５）問題なければ、「OK」ボタンを

押下します。

（６）「申請書ダウンロード」ボタンを
押下します。

（７）表示された申請書を印刷します。



１６

３－③．申請者IDの取得（eMAFFエントリーからの昇格）

A マイナンバーカードをスマホのアプリを利用して認証する方法

（２）「eMAFFプライムを
取得」をクリックします。

（４）「本人確認状況」で
eMAFFプライムに
昇格したことを確認
してください。

（３）アプリ起動後、
マイナンバーカードの
情報をスマホに
読み込ませます。

（２）アプリ「TRUSTDOCK」
をダウンロードして
ください。

(「TRUSTDOCK」＝審査者が
実施する対面での本人確認を実
施するアプリ)

gBizIDエントリーをすでに取得されている個人事業主の方で、eMAFFエントリーから
eMAFFプライムへ昇格する方法は以下AまたはBのいずれかです。

A.マイナンバーカードをスマホのアプリを利用して認証する方法
B.市町村での書面等による運転免許証等の確認

（１）共通申請サービスに
アクセスし、ログイン
できるか確認します。

※ログイン後に個人情報の登録
を求める画面が表示されること
があります。この場合は画面の
指示に従ってください。



B 市町村での書面等による運転免許証等の確認

３－③．申請者IDの取得（eMAFFエントリーからの昇格）

１７

（１）共通申請サービスにアクセスし、ログインできるか確認します。
※ログイン後に個人情報の登録を求める画面が表示されることがあります。

この場合は画面の指示に従ってください。

（２）市町村にメール、電話、書面等で市町村にIDの昇格を依頼します。
この時に「団体名、ID、代表者名」を伝達してください。

（３）市町村から本人確認の電話等で連絡があれば対応してください。
（運転免許証等の提示や写しの提出を求められた際は対応してください。）

（４）市町村からメールや電話等でID昇格用のワンタイムコードを受領します。

（５）ホーム画面上部のメニューから
「各種設定」→「個人プロフィール」
をクリックします。

（６）表示された一覧の✏をクリックします。

（７）画面一番下のワンタイムコード
入力欄に、市町村から伝達された
数字を入力し、登録をクリックします。

（８）画面右下の保存をクリックします。

（９）身元確認欄が「済」となれば
申請が可能です。



４．ログイン・ログアウト（１）

（１）以下のURLから
共通申請サービスの
ページにアクセス
してください。

https://e.maff.go.jp/

（２）gBizIDでログインを
クリックします。

（３）IDとパスワードを
入力しログインします。

※IDの取得は3ページ参照

パスワードを10回間違えるとロックされます。
この場合、「パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックし、パスワードを再発行します。

① ログイン

１８



１９

４．ログイン・ログアウト（２）

（４）ID取得時に登録したメールアドレス
に5桁の認証コードが届きます。

（５）届いた認証コードを入力し
「次へ」をクリックします。

＜タイトル＞

【農林水産省共通申請サービス】ログイン用の
認証コードが発行されました。
＜本文＞
ログイン用の認証コードが発行されました。
認証コード:37043
------------------------------------------------

（６）利用規約を確認後、「同意する」に
チェックをいれて「次へ」を
クリックします。

（初回のみ・左図）

（７）設定内容を確認し、「次へ」を
クリックします。

（初回のみ・右図）
（設定はいつでも変えられます。）

（８）ログイン完了です。
トップページが開きます。

※受信までに数分程度
かかる場合があります。



４．ログイン・ログアウト（３）

② ログアウト

画面右上の▽をクリックし表示された
ログアウトを選択します。

２時間以上無操作が続いた場合は自動でログアウトします。
⾧時間操作を中断する場合は、必ず一時保存をしてください。

２０



５．電子申請（１）

電子申請

（１）農林水産省電子申請サービスに
ログインします。

（18ページ参照）

（２）画面左上の「手続を探す」から
「キーワードで探す」を選択

します。

（４）対象は「農業者」または
「地方公共団体」に✔し、
🔍マークに「環境保全型」と
入力します。

（５）該当する手続の右端「新規」を
クリックし次へ進みます。

※１ページあたりの表示件数を25等に
すると便利です。

２１

（３）「補助金」タブを選択します。



（６）必要事項の入力及び申請書等を添付します。

５．電子申請（２）

例として「②交付金交付申請（農業者）」の申請画面を利用していますが、
基本的な画面構成や操作はすべての手続で共通です。

手続き名を確認

「市町村」「都道府県」
「地方」から選択

２２

必要事項を入力

申請先の行政機関
を選択

申請日を右端の
カレンダーから

の選択

添付ファイルを
アップロード

（添付方法は23ページ参照）



５．電子申請（３）

【参考】添付ファイルの添付及び削除方法

ファイルをアップロード

ファイルをアップロード
をクリック

ファイルを選択後、
開くをクリック

ファイルを
ドラッグ

複数のファイルを同時にドロップ可

ファイルを開く際は
ファイル名をクリック

ファイルを消す際は
削除をクリック

複数のファイルを添付可

完了ボタンが
緑色になればクリック

（時間がかかる場合がある）

２３

ファイルをドロップ

添付可能な電子ファイルの
大きさは、１申請あたり

20MBまでです。



５．電子申請（４）

（７）申請ボタンをクリック

入力エラーがあると赤い帯が
表示される。赤で示された項目
を確認後、再度申請をクリック

申請する場合は「申請」
修正する場合は「キャンセル」

保存されましたと
表示されればOK

【参考】
・申請手続き完了後、申請先には、申請した旨の

メールが自動送信されます。
・過去の申請内容を確認する際は

「手卯月を探す」＞「あなたの申請一覧から探す」
の手順で確認できます。

２４

キャンセル 保存せずに申請画面を閉じる。
（最後に保存した時点に戻る）

削除 入力内容すべてを削除
（一時保存した内容も消える）

一時保存 現時点までの入力内容を保存

申請 入力した内容で申請

エラーがなければ、赤字で
「以下の内容で･･･」の

メッセージが表示される。



５．電子申請（５）

【参考】一時保存した申請の編集

【参考】申請の取り下げ

（１）画面左上の「手続を探す」から
「あなたの申請一覧から探す」を

選択します。
（２）一覧から編集したい手続きを探し、

✏マークをクリックします。

審査者の審査受付待ちであれば申請の
取り下げや修正が可能です。
(受付後は都道府県からの修正依頼を
受けてから修正や取り下げを行います)

（１）同ページ上部の方法を参考に、
取り下げたい手続きの✏マークを
クリックします。

（２）画面下の「取下」をクリック

取り下げ後、修正等をして
再申請する事も可能です。

２５

ステータスが「都道府県庁の審査受付待ち」等
となっていれば取り下げ可能です。



６．修正確認・差戻対応（１）
① 修正確認依頼への対応

（１）メールで修正確認依頼の連絡が
あります。

（２）URLから共通申請サービスに
ログインします。（12ページ参照）

（３）修正履歴のタブをクリックします。

（４）修正記録を確認し、「同意」または
「同意しない」をクリックします。

同意しない理由を入力し、
「確認」をクリック

「同意」を
クリック

同意する同意しない

（５）結果を送信しましたと表示されます。

２６



６．修正確認・差戻対応（２）
② 差戻への対応

（１）メールで修正確認依頼の連絡が
あります。

（２）URLから共通申請サービスに
ログインします。（18ページ参照）

（３）差戻・却下理由に従い内容を修正し、
申請をクリックします。

（４）保存されましたと表示されます。

申請を取り下げたい場合は
「取下」をクリック

２７



７．結果の確認
結果確認

承認（または却下）されると
メールが届きます。

URLから却下理由等を確認できる

【参考】 共通申請サービス上での確認

（１）共通申請サービスにログイン
します。（18ページ参照）

（２）画面左上の「手続を探す」から
「あなたの申請一覧から探す」を

選択します。

（３）「完了している申請を表示する」
に✔をいれて検索します。

（４）ステータスを確認してください。
審査完了 → 承認

却下 → 却下

✏マークをクリックすると
申請の詳細が閲覧可

２８



８．Q＆A
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Q8 手続きが完了している申請の閲覧方法を教えてください。 32



８．Q＆A（申請者用）

Q1 IDを忘れた場合はどうすればいいですか。

A1 申請先の行政機関担当者に問い合わせてください。

Q2 パスワードを忘れた場合はどうすればいいですか。

A2 ログイン画面から再設定します。
「パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックし、必要事項を入力します。

Q３ パスワードを10回間違えたためロックされてしまいました。

A３ パスワードを忘れた場合の手続きと同様です。（Q２参照）

Q４ 担当者が代わる場合の手続きを教えてください。

A４ 前任者のIDは引き継げないため、新たにIDを作成する必要があります。

Q５ 担当者が複数名いる場合のID取得方法を教えてください。

A５ １つの申請者につきIDは１つでお願いしています。担当者が複数いる場合、実際に電子申
請をする担当者を１名定めてその方がIDを取得してください。

３０



８．Q＆A（申請者用）

Q６ 申請者の代表者名や名称等が代わった場合の手続きを教えてください。

A６ 経営体プロフィール画面から編集が可能です。
なお、編集後は身元確認が必要になる場合があります。

【参考】 代表者名等の修正手順

（１）上部の「マイページ」から
「経営体プロフィール」を選択

（２）編集したい組織の✏マークを
クリック

（３）該当項目を修正後、「保存」を
クリック

（４）問合せ窓口に電話またはメール
で「再身元確認」の依頼をする。

＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞
メールアドレス system-helpdesk@emaff-ks.jp
電話番号 0570-550-410(ナビダイヤル)
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。
お電話の受付時間:平日9時30分～17時30分
（土日祝日・年末年始を除く）
当お問合せ窓口からお電話にて口座番号等を
お聞きすることは絶対にございません。

３１



８．Q＆A（申請者用）

Q7 複数人で利用する共通アドレスでもIDを取得できますか。

A7 共通アドレスでのID取得はお控えください。
ただし、環境保全型農業直接支払交付金担当者のみが閲覧できる専用アドレスで
あれば登録は可能です。
個別アドレスや専用アドレスが準備できない場合、従来通り紙での申請をお願いします。

Q8 手続きが完了している申請の閲覧方法を教えてください。

A8 「完了した手続きを表示する」に
チェックを入れてから検索を押すと、
下部の一覧に審査終了と却下の申請も
表示されます。

３２
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